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提案理由 

町民にわかりやすく、かつ、新たな行政課題及び多様化する町民ニーズに対応で

きる行政組織とするため提案する。 

 

 



寒川町条例第 号 

 

寒川町部設置条例の一部を改正する条例 

 

寒川町部設置条例(平成元年寒川町条例第4号)の一部を次のように改正する。 

 

 

第2条都市建設部の項に次の3号を加える。 

(9) ツインシティ倉見地区及び新幹線新駅に関すること。 

(10) 田端西地区のまちづくりに関すること。 

(11) 寒川駅周辺整備に関すること。 

第2条拠点づくり部の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 

「都市建設部 

拠点づくり部」 

を「都市建設部」に改める。 第1条中 



寒 川 町 部 設 置 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

（ 設 置 ）  （ 設 置 ）  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22

年 法 律 第 67号 ） 第 158条 第 1項 の 規 定 に

基 づ き 、 町 長 の 権 限 に 属 す る 事 務 を 分

掌 さ せ る た め 、 次 の 部 を 置 く 。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22

年 法 律 第 67号 ） 第 158条 第 1項 の 規 定 に

基 づ き 、 町 長 の 権 限 に 属 す る 事 務 を 分

掌 さ せ る た め 、 次 の 部 を 置 く 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

都 市 建 設 部  都 市 建 設 部  

拠 点 づ く り 部   

（ 事 務 分 掌 ）  （ 事 務 分 掌 ）  

第 2条  前 条 の 規 定 に よ る 部 の 事 務 分 掌

は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

第 2条  前 条 の 規 定 に よ る 部 の 事 務 分 掌

は 、 お お む ね 次 の と お り と す る 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

都 市 建 設 部  都 市 建 設 部  

(1)～ (8) (略 ) (1)～ (8) (略 ) 

（ 加 え る ）  (9) ツ イ ン シ テ ィ 倉 見 地 区 及 び 新 幹

線 新 駅 に 関 す る こ と 。  

 (10)  田 端 西 地 区 の ま ち づ く り に 関

す る こ と 。  

 (11)  寒 川 駅 周 辺 整 備 に 関 す る こ

と 。  

拠 点 づ く り 部  （ 削 る ）  

(1) ツ イ ン シ テ ィ 倉 見 地 区 及 び 新 幹

線 新 駅 に 関 す る こ と 。  

 

(2) 田 端 西 地 区 の ま ち づ く り に 関 す

る こ と 。  

 

(3) 寒 川 駅 北 口 地 区 土 地 区 画 整 理 事

業 に 関 す る こ と 。  

 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

   附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 5年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 


